
2023 年１月 10 日 

 

お客さま各位  

 

「教育資金管理契約申込書兼専用口座特約書」条文変更のお知らせ  

 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申しあげます。  

 

名古屋銀行では、2023 年１月 10 日より「教育資金管理契約申込書兼専用口座特

約書」に記載の条文を変更いたします。  

 

なお、変更後の条文は、変更前よりお取引いただいているお客さまにも適用され

ますので、あらかじめご了承ください。  

 

 変更内容は以下の通りです。  

 

記  

 

【教育資金管理契約申込書兼専用口座特約書の条文変更内容】  

 

 

以上  

 

変更前  変更後  

第 9 条（本契約に係る報告）  

当行は、年 1 回以上、本契約における教

育資金の支払状況等について、受贈者に

報告を行います。  

 

第 9 条（本契約に係る報告）  

当行は、受贈者もしくは法定代理人から

の請求により、本契約における教育資金

の支払状況等について、受贈者に報告を

行います。  


